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 全十勝中学校体育連盟は北海道中学校体育連盟の編成規定に基づき、少子化に伴う運動
部活動参加生徒数の減少で単独チームによる大会参加が困難な学校に配慮し、少人数の運
動部にも大会参加の機会を与えるという趣旨から、以下の条件で複数校による合同チーム
（以下「合同チーム」という）の全十勝中体連大会及び北海道中学校体育大会への参加を
認める。 
  
１．合同チームとしての活動条件 

合同チームは、日常において計画的に学校の部活動としての監督が指導し、各学校の教
員が引率して、練習していることが大会参加の前提条件となる。 
合同チームの監督は、いずれかの学校の校長・教員とする。 

 
２．合同チームの編成条件 
 （１）種目と人数の範囲 
    合同チームの編成は、個人の部をもたない団体競技種目に限定する。また、大会 
  出場最低人数は以下の人数とし、これを下回った場合のみ合同チームを編成するこ 
  とができる。 

① バスケッ ト ボール ５ 人  ②サッ カー   11 人  ③ハンド ボール 7 人 
   ④ 軟式野球      9 人   ⑤バレーボール ６ 人   ⑥ソフ ト ボール   ９ 人 
   ⑦ アイ スホッ ケー    11 人 
 
 （２）編成の組み合わせ 
   ① （１）の条件にあてはまるチームどうしの合同チーム。 
   ② （１）の条件にあてはまるチームと出場最低人数を満たしているチームとの合同 
   チーム。ただし、②で生じた合同チーム内で、出場最低人数を満たしているチー 
   ムが単独チームとしても成り立つ場合、単独チームとしての出場は認めない。 
 
３．複数校合同の範囲 
 その範囲は、地区大会の最小区分（方面大会）を原則とする。ただし、競技種目や地域、
学校の実情により全十勝中体連および専門委員会が認めた場合は、その限りではない。 
 
４．編成の手続き 
 （１）合同チーム編成の条件を満たしている学校の校長は、教育上合同チーム編成が必要で 
   あるという判断のもと、合同が可能な範囲の学校に編成を働きかけることができる。 
 （２）それぞれの学校間で校長が合同チームを編成することに合意した場合、当該校の校長は 
   その旨を各種目の専門委員長に申請し、その後専門委員長から全十勝中体連会長に申 
   請する。 
   全十勝中体連で協議の上、承認の可否を判断するものとする。 
 （３）申請期間は大会参加申込み締切り１ヶ月前までとし、承認の可否については申請後１０ 
   日以内に全十勝中体連会長より当該校に連絡する。（ここでいう大会とは合同チームとし 
   て最初に出場する中体連大会のことである） 
 （４）承認した場合、全十勝中体連会長より北海道中体連会長に報告する。 
 （５）合同チームの有効期間は該当年度末（３月末）までとし、合同チームを継続する場 
   合でも、新年度に改めて申請し全十勝中体連の承認を得ること。 
 
５．その他 
 （１）チームについては、合同する学校名を連記する。 
 （２）編成規定において問題が生じた場合は、その都度見直しを行うものとする。 
 


